
特別な配慮を必要とする
乳幼児への指導・支援の充実について
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１．基礎的環境整備の充実と合理的配慮の提供に関する課題
現行の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（以下、「３要領・指針」という。）では、
障害のある乳幼児への対応に関して、一人一人の障害の状態等
を踏まえた個別的な支援について記載されているところ。

令和６年に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による
障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたところであり、
「合理的配慮」の提供への理解については、その浸透を進めている
途上である。

 また、各幼児教育施設の「基礎的環境整備」の状況により、提供
される「合理的配慮」が異なることとなるため、「合理的配慮」の充
実を図る上で「基礎的環境整備」の充実は欠かせないが、幼児教
育施設ごとの「基礎的環境整備」にばらつきが大きい。

なお、合理的配慮の提供に当たっては、配慮を受ける乳幼児が、
周囲から「特別扱い」をされていると否定的に捉えられる場合がある
ことも指摘されており、心理的な安全性を確保する集団づくりが併
せて必要であることに留意が必要。

２．園内体制の課題
園全体の特別支援教育の体制を充実させ、計画的・組織的に取

り組むことが重要であるが、園内組織や特別支援教育コーディネー
ター※等の体制整備、特別支援学校等の関係機関に対する専門
的な助言・援助の要請、個別の支援計画や指導計画の作成につ
いては、十分に対応できているとは言い難い状況である。

障害のある乳幼児への指導・支援の充実に関する課題

合理的配慮の定義
「障害のある子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける権利』を享
受・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必
要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、
その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされる
もの」であり、
「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均
衡を失した又は過度の負担を課さないもの」

合理的配慮の決定方法・提供
 合理的配慮の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び

学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度
の」負担について、個別に判断することとなる。
その際、現在必要とされている合理的配慮は何か、何を優先し
て提供する必要があるかなどについて、関係者間で共通理解を
図る必要がある。なお、設置者及び学校と本人及び保護者の意
見が一致しない場合には、教育支援委員会等の助言等により、
その解決を図ることが望ましい。

 合理的配慮は、子供一人一人の障害の状態等を踏まえて教育
的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討を通して、個々に決
定されるものである。これを踏まえて、設置者及び学校と本人及
び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の
段階を考慮しつつ、合理的配慮の観点を踏まえながら、合理的
配慮について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供さ
れることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記する
ことが望ましい。

（参考）
中央教育審議会初等中等教育分科会平成24年報告及び「障害の
ある子供の教育支援の手引」より

※特別支援教育コーディネーター：幼稚園や幼保連携型認定こども園の園内委員会において中心的な
役割を果たすと共に、外部の専門家や関係機関との連絡調整や保護者からの相談窓口など広範な
任務を担う。
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障害のある乳幼児への指導・支援の充実に向けた論点（案）

１．基礎的環境整備の充実と合理的配慮の提供に関する方向性
 文部科学省・厚生労働省・内閣府（現在の担当はこども家庭庁）においては、令和５年３月に、合理的配慮の提供も含め、障害のある乳

幼児等への指導に当たっての基本的な考え方や具体的な事例を解説した資料「障害のある幼児と共に育つ生活の理解と指導」 を
作成したところ。また、様々な研修動画等 を作成・ＨＰに掲載している。各自治体・幼児教育施設が、研修で活用したり指導の充
実の参考にしたりしやすくなるよう、一覧性のある分かりやすい情報提供・周知を図るべきではないか。

 今後、本資料・研修動画等も参考に、各幼児教育施設が障害のあ
る乳幼児への指導の充実を図るに当たっては、「基礎的環境整備」の

   充実を促していくこと、また、「合理的配慮」の提供が確実に行われる
   よう、３要領・指針等において明示していくことが必要ではないか。   
 その際、次のことに留意すべきではないか。
 指導内容や指導方法の工夫に加えて、本人・保護者からの意思の表明

を踏まえ、本人・保護者との建設的対話による合意形成により、過重な
負担のない範囲での合理的配慮の提供を行うこと。

 幼児教育施設と本人・保護者の意見の違いが大きい場合があることも踏
まえ、以下のような点を含め、合理的配慮の提供を進めるための考え方を

   分かりやすく示していくこと。
• 過重な負担の基本的な考え方（物理的・技術的制約、人的・体制上
  の制約、費用・負担の程度、施設規模や自治体の財政規模、といった
  観点）
• ＩＣＴ等のデジタル環境 を含む基礎的環境整備との関係

など

２．園内体制の充実に関する方向性
 園が有する幼児教育の専門性と地域の機関が有する障害等の専門性が相まって、一人一人の実態に応じた指導の充実が図られるよう、幼児

教育センターによる支援や特別支援学校のセンター的機能の活用、児童発達支援センターを始めとする、医療、母子保健、福祉等の関係機
関との連携を一層促進すべきではないか。

 こうした地域の関係機関との連携促進を図りながら、いずれの施設類型の幼児教育施設においても、障害のある乳幼児に対する個別の支援
計画や指導計画 の作成や活用を一層推進するとともに、個別の支援計画に「合理的配慮」の内容を記載することにより、園内
での共通理解と小学校への引継ぎを図ることが必要ではないか。
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「基礎的環境整備」には、施設・設備の整備や人的支援等のハード面だ
けでなく、ソフト面の環境整備も含まれることから、幼児教育施設における「基
礎的環境整備」の充実に当たっては、以下のような幼児教育の基本を大切
にしているか、といった視点が重要。
一人一人の発達の特性（その子らしい見方、考え方、感じ方、
関わり方など）を理解し、その特性やその子が抱えている発達
の課題※に応じた指導をすることは、幼児教育の基本

※発達の課題…その時期の多くの幼児が示す発達の姿に合わせて設定されている
                        課題のことではなく、一人一人の発達の姿を見つめることにより見

出されるそれぞれの課題。

集団の生活の中で、互いに影響し合うことを通して一人一人の
発達が促されていくことから、障害のあるなしではなく、一人一人
の発達の特性を生かした集団を作り出すことが大切
一人一人の興味・関心、思いや願いを大切に遊びが展開され
るよう援助していくことが重要
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Aさんの
ための

合理的配慮

Cさんの
ための

合理的配慮

Bさんのための
合理的配慮

障害のある人から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要
としているとの意思を伝えられた際に、負担が過重でない範囲で対応
すること。 （第７条第２項、第８条第２項）

※過重な負担については、個別の事案ごとに、実現可能性の程度（物
理的・技術的制約、人的・体制上の制約）、費用・負担の程度、財政・
財務状況といった要素を考慮して、具体的場面や状況に応じて総合
的・客観的に判断することが必要。

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別すること
を禁止。 （第７条第１項、第８条第１項）

幼児教育施設における障害者差別解消法を踏まえた対応について

「合理的配慮」と「基礎的環境整備」との関係

 行政機関（自治体、公立の幼児教育施設等）や事業者（私立の幼児
教育施設等）に対して、不当な差別的取扱いの禁止、実施に伴う負担
が過重でない範囲の合理的配慮の提供が課されており、幼児教育施
設の現場において対応が求められている。

不当な差別的取扱いの禁止とは

合理的配慮の提供とは

障害者差別解消法で求められていること

みんなで話を聞く
ときには、

先生の近くに座る

車いす利用
の補助

塗り絵の輪郭を
太くする援助

 行政機関（自治体、公立の幼児教育施設等）や事業者（私
立の幼児教育施設等）には、個々の障害者に対して行われ
る合理的配慮を的確に行うための、不特定多数の障害者を
主な対象として行われる事前的改善措置（基礎的環境整
備）が努力義務として課されている。

 合理的配慮の内容は、基礎的環境整備の状況や技術の進
展、社会情勢の変化等によって変わり得るものであり、基礎
的環境整備と合理的配慮の提供を両輪として進めることが
必要。

基礎的環境整備（第５条）
施設や設備のバリアフリー化、介助者等の人的支援、
情報アクセシビリティの向上 等

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
（共生社会）の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が平
成25年に制定。

 合理的配慮は、障害の特性や具体的場面や状況に応じて異なり、多様
かつ個別性の高いものである。そのため、障害のある児童生徒やその
保護者と学校・設置者等の双方の建設的対話による相互理解を通じ
て、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされることが必要。
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「障害のある幼児と共に育つ生活の理解と指導」 令和５年３月文部科学省・厚生労働省・内閣府

〈目次〉

第１章 幼児教育の基本
１．生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育
２．幼児期の特性と幼児教育
第２章 園における障害のある幼児などへの指導
第３章 障害のある幼児などへの指導における基本的な考え方
１．障害のある幼児などの遊びや生活を支える合理的配慮
２．合理的配慮を含む必要な支援を考えるために必要なアセスメント
３．先生の基本的な姿勢
４．障害の有無にかかわらず一人一人のよさを生かすクラス経営
５．保護者との信頼関係を基盤とした子育ての支援

第４章 障害に関する基本的な理解と障害のある幼児などの困難さに応じた支
援の手立ての考え方
１．障害のある幼児などの困難さに応じつつ全体的な発達を促す支援の在り方
２．視覚障害に関する基本的な理解と支援の手立て
３．聴覚障害に関する基本的な理解と支援の手立て
４．知的障害に関する基本的な理解と支援の手立て
５．肢体不自由に関する基本的な理解と支援の手立て
６．病弱・身体虚弱に関する基本的な理解と支援の手立て
７．言語障害に関する基本的な理解と支援の手立て
８．情緒障害に関する基本的な理解と支援の手立て
９．自閉症などに関する基本的な理解と支援の手立て
10．学習障害に関する基本的な理解と支援の手立て
11．注意欠陥多動性障害に関する基本的な理解と支援の手立て
第５章 教育支援の体制整備
１．体制整備の必要性
２．個別の教育支援計画と個別の指導計画
３．先生の理解推進と専門性の向上
４．専門家を活用した園運営
５．専門機関との連携
６．保護者との連携
７．小学校への円滑な接続
第６章 園における障害のある幼児などの支援の実際 （実践事例）

※合理的配慮は、一人一人の障害の状態等や教育的ニーズに応じて決
定されるものであり、障害のある幼児などの興味や関心、遊びや生活の
上での困難、健康状態等の実態把握を丁寧に行い、個別に決定・提
供することが求められます。この点で、〇〇障害には〇〇がよいといった、
一律の合理的配慮を安易に検討・提供することは避けるべきです。し
かし、障害特性に応じて抱えることが多いと考えられる遊びや生活の上
での困難さを知ることは、支援の内容を検討するときに参考となります。
類似した困難さに対しては、類似した支援の内容が有効な可能性があ
ります。このため、本資料では、第４章において、障害に関する基本的
な理解と支援の手立ての詳細を記載しています。

（出典）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1341233_00002.htm 4
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特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実プログラム 文部科学省委託事業（愛媛大学）

研修動画の例

（出典）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1405077_00021.htm 5
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3.研修の内容について

本研修は勤画教材を視鳩していただいて受講する ものてす．

画教村ば 『概誼編」と 『実践編」の2巻の動画教材て構成されています．

♦r隣害のある子 をよ ＇） よく理解ずるには

～特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実プロ グラム
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特別な配慮を必要とする幼児への指導の充実
～ワークを中心にして学び合い・深め合う園内研修教材～

文部科学省委託事業
（保育教諭養成課程研究会）

（出典）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1405077_00021.htm 6
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● 墨礎廻蘊 ワーク一覧．n 1 1 (, 組織体制 ワーク一覧

11．その子への理解を深めよう ， l lI 1．園内穏織体制について

mーワ1]その子から考える （個別3分、話し合い7分）
(4）幼児教育で大切1;:されている考え方

！ワーク2]贔 印象に残った塩面から考える（個別3分｀話し合い7分）

（5)幼児教育の専門性

［，，ーク3]尋 いざこざ場面から考える （個別3分、話し合い7分）

（匂幼稚園等でのアセスメントについて考えよう

bーク4]尋 気になる子供のことを第三者l'ヨ伝えるとき（個別3分、話し合い7分J

（7)全ての幼児が一人の人問として生きる幼児教育

［ワーワ5]尋子供の姿を児童の権利から考える （個別に各，，ーク5分ずつJ

[2．学級の中でのその子を考えてみよう

(1)互いのよさに気付き共に育つ伸問として

t，，ーク6]鵡 学級の子供のことを考える （個別 10分、話し合い15分）＇

(3)幼諸回教百要領等と教育諌程について花り合おう

t，，ーワ7]尋 自園の教鰈等の魅力を見付けよう（個別3分、認し合い7分）

3.これからの社会に向けて

（1)障苔の社会モデル

tワーク8]園l'こある社会的障堅について考える（個別5分、話し合い 10分）

(2) ［隠害者の権利に関する条約」における［合理的配慮」

mーク9]事例から考える （個別5分、話し合い 10分）
(3)基礎的環境整備

【ワーク81園にある社会的疇墾について考える （個別5分、ほし合

皆さんの幼藉唇等に寧いすを便つている子倶が入霞してきたとし

障壁」があ9)ますか．各eで書き出しましょう。その後で書さ出し、
解説を踏まえて話し合いましょう．

「社会的繹塁」について（醤別）

話し合った内密など

以上に巴き出した｛社会的履壁Jに対して、どのような対案がで

目で書き出しましょう• その後で、言き出した内容を共有しながら、

対 1こついて （緬洞I

区し合った内窮など

（1)園の教育理念に沿った特別支援教育

Iワーク1]自園の現状について確認しよう（個別3分，話し合い 10分）

(2)園内組絨体制

［ワーク2]自園の蝶団について考えよう（個別5分｀認し合い 15分）

L2．持別支援教育に関する自園に合った計画・支援体制を考えよう

(1)目園の実態と牒悶ー在回兄と職円構成一

Iワーワ3]園の鰈題を整理し｀必要な研修を考えよう（個別 10分、誌し合い初分）

(2)特別支援教育に関する年問計画の作成

Iワーク4]，，ーク3を活用して年悶計画を作成してみよう（ほし合い叩分）＇

(3) 「特別支援教育コーディネーター」の役割と目閉での活用

【ワーワ5]尋 特別支援教育コーデイネーターの後割を考えよう （個別5分、認し合い 1,0分）

Iワーク6]尋 情報交換のエ夫を考えよう（個別5分、話し合い 10分）

(4)［園内委只会」の実施のポイント

Iワーク7]尋 事例をもとに模擬的に園内委只会をやってみよう （個別 1,0分、話し合い 115分）

Iワーク8]園内委員会を有効的にするための留意点や工夫を考えよう（認し合い 15分）

(5)関係櫻関との達携

Iワーワ9]尋 関係町と甲鍔する手順・留意点を考えよう（個別5分、話し合い 15分｝

Iワーク 10]尋 地域の関係農閲を知り、その働きや運携について考えよう（錮別5分、話し
合い 10分jl

(6)小学校等との連携

別5分、話し合い10分）I'.

Iワーク 11]尋 子供の育ちを小学校1こどのように伝えるか考えよう （個別 15分、話し合い
20分）

同じように、目閉症の行性のある子供が入園してさたとしたら、どのような「社会的障壁」

があり、どのような対案が考えられるでしょうか．あるいは視覚隠害のある子供が入琶して

きたらどうでしょうか．寧いすの例のようにウークをしてみましょう．

自閉症の特性については、 I本童 1(3)発還隠害の特性の理解」を参照しましょう．



インターネットによる講義配信 NISE学びラボ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（NISE）参考資料②

（出典）https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online 7

一
インターネットによる講義配信 コース

~I"『 学びラボ
～ 特別支援教育eラーニング ～ 

N18E●びヲ＊コンデンツー賣（會富“"’"”"D
※謬●資料の体獄を整える作婁（レイアウト修正．NISEロゴの挿入．塁肇責料作成年月の挿入奪）を行っております。
コ内写に賣更がない場合にl.t．更寄のお知らせl.tいたしませんのでご了承ください。（雙し替えの予定令和4犀7月末～闊同）吐I |
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一

・琴ii忌忌盃匂tつても鳥の舅和的晃遍の羞●を鴫ぅ．」

・隼●よヌ9裏庄ゑよの畠●●主n匂9二喧●＇鳳すらい 3

9霰各；；ぷT森＇ ぷ歴し与也””し咄
・ロ的覺▲の暴●t遭う

曼這` 量れや悶・ヽ 置●したり． 覺皇

●多様な利用環境で視聴することができます
パソコン、スマートフォン、タプレy卜端末からインターネットに接続することで、いつでも、どこでも無料で
視屁できます．

●教職員等の主体的な学びを支援します
約170の語義コンテンツや、複数の諸義コンデンツを組み合わせた研修プDグラムから、ご自身の
＝ーズI~じた学醤ができます．また、受壻状況や視展頃t歴も確認できます．

●団体利用によりオリジナルの研修プログラムが設定できます
教育委員会等の犠閲が主催する研修等で、受潟者のニーズに合わせて複数の諸器コンテンツを

組み合わせた研修プログラムが設定できます．修了者には視聴証明害を発行します．

URL: https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/online 

ゞ 店霜愉支援教育総合研究所NISE National Institute of Special Needs Education 

インクルーシブ
痘胄システム鵬連
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m鰭書

コンテンツ名
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インクルーシプ教冑システム膳藁のための行別叉損痘胄の撞達（1)緯書児痘胄の歴史

インクルーシプ尊冑システム鵬藁のための持別支損敦冑の捏退（2)特月支援奪冑の理念と基本的な零え力’
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個別の支援計画・指導計画の例（その１） 栃木県幼児教育センター 補足イメージ②

【
出
典
】
幼
児
期
の
「
個
別
の
指
導
計
画
」
を
作
ろ
う
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）

https://www.tochigi-edu.ed.jp/center/youji/kensyu/kensyu2019/kobetsu_shido/index.htm 8

・‘`／ 知良の参考様式に塁づいて、たかちゃんの 「個別の指導計画」を作成してみました。 Step1からStep4は、別紙 （記入例1]の「実態J濶から 「評
＼ 各固の様式は様々だと思いますが、 「⑮別の指導計画」作成に詢する基本的な流れを示しました0)で逸宜読み彗えて御活用ください。

診名一般的な蹂害特性などだけで子どもを捉え
ようとすると、子どもの一面しか見えてきません．そ
の子をいろいろな角度から見て、 まるごと捉えていき
ます．

1出渇日汰＇＂社峯
様々な湯面で、 r醗近変わってきたな」「どうしてこん
なことするのかな」などと感じたエビソードを記録して
おきましょう．
例えば下のような表を作成することも考えられます．

保日亨 竺白マ以外

体を動かす活動は、信 遷監会のJし一の鋏巳
一斉的 司弓の支えによって●打］で、わざと転んで` も(l）
な活舅lするが、途中でやめたり、転心1惑賞＇を寮しん eぃ
工た鯵加したり dる． る．

人形四びが好きで、プ 友遭が迫いか1ブっこを
自由 口ツワで家吝打り．自分 しくいると、近くで111じ
遵び なりにイメージをわかせ ようにやってみる．
て苫ぶ．

胡の更分で、自分から ランチJ,ーム〇食●
牛号 身文乱をしたりししな が詫nると歩ざ臣る．ぉ
場面 かったりする． 云1こ入りのいすに座-,

てほりをgtめている，

・ウ
一・
 

子`どもをまること攘える

●Rの状況が奮わると．子ビもは．いるい
るな書を覧せるのね．

鳥桧'l 甜，l, ,}:I,,1l【
子どもの姿について 「どうしてこうするのだるう？」
と問い亘し、その姿な生み出す子どもの思いな惟し量り
ます。その際、子どもの姿を肯定的に見ると、興味 • 関
心や呻びようとしていることが見えてきます．

I~ ュ：こでと＇がー終ドわると歩き回る．
そうか！やる二とがなくなって次にやる
ことを露していたんだ／ 0分から稟しみを
燿付けて逗IIしたいという量いが嗣曇のね．

糾，i'，閲，｝漑＇l“
式上に観点がある湯合は、その囲点に従って整理し
よす。特に囲点が示されていなくても、自分なりの親点
なもつとよいでしょう．

（●点剛）※袋考までに別紙 （己入例 1]LIこ示してみましr;:.

• お気に入りの遊びや遊び方は？一 A
・人との関わりはつ ~ 言

パぢ活の仕方は？ ► C 

何かをできるようにさせるのではなく、発達を見通
し、今、その子にとって必葺な経験を弓えます．将来、
友逹と一緒に遊べるようになるために、今は 「一人で
じっくり遊ぷ」というねらいを立てることもあります．

駆＇］＇＇， IT1:l ，置』，li,,lL'l" 牡＇l
園の教百課程や全体的な計画に照らし合わせて、発達
(J)兒送しをもちながら、今、どll)ような経験をすること
が大切なのかをきえましょう．

eァmm:r.てで、こは自分の世界に
口っている。
・友が使っているものを取り、楽しそうに
遊んでいる．

たかちゃんに青って eているも0)は？

Bきな薩びを思う愕＇分轟しみ、瀾足塵壱
樗ていることが慣鰭の費定につながってい
るみたい。事ヒ、左遷のしていることも晃
えてきているわ．

含．．．な鰻鵬心書？

臼濃とー11に躍ぶヒき、 0分の畢いをもっ
て遁ぷ：：とは大切な：：とだから、たかちゃ
んのやりたい蘊びは大口にしようf
そして、哀濃のしていることが●織の中
に入ってきたのなら、友遭と共にいる心地
ょさを畢{.;させてぁげたいな°

齢t，，'}貨'置
5領域のねらいを視点にします．経験してぽしいこと
は、たくさんあると思いますが、その中で中心的なも(!)
を3つ程度に絞ると日々の保育で至占を置さやすく、保
育者問で共有しやすくなりよす．

哀遷ヒ直糟閲わることをねらいにするの
は、量だ早いかな。やりたいこともはっき
りしてきたことだし、今は、 やりたいこヒ
モ十分に稟しみながら哀遭の中にいること
が大ばかな．

（よく警われ6 rねらい」0)文章暴曝）

］こ；：とする［ここ：し：じる1口三王三昧わっ

子どもが帥味 • 関心に歴づき巨尭的IC遊ぶことは、
それ自体が目的であり、幼児閉待有の学習です．また、
幼児期は瞬菩の有無にかかわらず諸能力が相互に関遥
し合い、総合的1.:発逹していきます．そのことを念領
に醤いて、ねらいに向かって、その子の周りの状況を
どのように棗えればよいか考えます．

椒＇詈會曰，會19 ＇9“1.:'悶＇i,"[
図は菜団で学」3鴻です．対象の子どもだけではなく一

人一人の興味•関心を探り、ねらいに向かって保苔の万
針を考えます．

゜（たかぅゃんのIll似・ li).t,)
庄いか1・J-,こ ・人形遭び

・＜｀ぐり..,こ ・反鵞のコび

，， 

~-­ヽ
＇ 

• l 
（ワウスのチの編は•関り）

~遍的会 ・追いかけっこ
・プロック ・リレーごっこ

など ，

ー・・

t) 

トバがら9」・’こいことをや＇9/J.か・ー＇
すVゎ;(,;leうような曝歴，，，・つくる

喜

?l たかちゃん心りたいこと研で●●とし
、11や`ー［て諭定してがくも叫ピれだうう？な遍口の
•• l1点が生拿れそうな罐びはなんだろう？

伽叱1H紺irtti]lt1悶ば第l＂！鸞
もの、人など、とついう状況をつくることが教肖的低
恒があるのか、よた保自者のどのような働さかけが教自
疇があるのかを号えます．

● j研引● ●’,『キ秘灼9
・たから拿んのお云！こ入りのも ・たかちゃんと言葉や呉圧りで
のr...讐散準傭し、1111ほをも，， やりとりをしながらし屈りの
た7が閥じも9)を使えるよう 友達も鬱き込んでいく．

にしCおく． ．9こかちゃんが友汀と翡わって

•たから雫んが頻ら景 IJる●な いるときは濃くから只守る．
友置のしていることが取る
所lこつくっておく．

可
など

このようなこと暮り寡せんか？

みんなと同じように折り託をさせてあげたくて、 ： 
： となりにビッタリくつついて、手伝いながらやら
せてあげちゃう ・・・

あんなと爾じことをさせ曇よりも、たか
ちゃんが． 0分からやりたいと●ってやる
'|ことが大〇だと思うわ，
たかち雫んの重い警大のにしながら租膿

＇ とつないでいったら、霞110!羹饂をした＜
て、0分がら折り紙に蠣鐵し飽納たのよ， 1 ： 

｀ 0 ------ - - ------------------ー一‘

棚にそれぞれ対応しています。

幼児教苔における評低は一定の歴幸を設け、達成
度を図る評価ではありません．子どもの姿の変容を捉
え、 何が育ったのか、なぜ膏ったのかを考えます．

IO't,:t,＇，＇』， 'I,’Itl’:'}-
「でさるようになったこと」だけではなく、 子どもの
姿がどのように変容したのかを捉えてみましょう。

糾t,It1“箱寄ば，＇t,ll・罵
姿の変容だ1プを見ると、後戻りしてしまったように思
えることもめるかもしれません。しかし、子どもの内面
！こ目を向けると子どもの育ちが見えてきます．

哀濃ヒ直II閣わりたいという雹いが壼く
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どのような万向に言てていくか決めましょう．
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個別の支援計画・指導計画の例（その２） 栃木県幼児教育センター 補足イメージ②

https://www.tochigi-edu.ed.jp/center/youji/kensyu/kensyu2019/kobetsu_shido/index.htm
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外国人の乳幼児や海外から帰国した乳幼児など、
文化的・言語的背景が異なる乳幼児の在園が増
える中で、生活に必要な日本語の習得に困難のあ
る乳幼児も増えているところであり、こうした日本語
の習得に困難のある乳幼児の円滑な受け入れは
喫緊の課題である。

現行の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼
保連携型認定こども園教育・保育要領では、日本
語の習得に困難のある乳幼児への対応に関して、
一人一人の実態に応じた個別的な支援に関して
記載されているところ。

一方、令和５年度に行った調査によると、日本語
の習得に困難のある乳幼児などがいる園が約６割
程度である中で、乳幼児に対し、母語を用いたあ
いさつや言葉掛けを行っている園は２割以下となっ
ている。

 また、幼児教育施設では、小学校以上とは異なり、
遊びを通した総合的な指導を中心としていることか
ら、乳幼児が特に支障なく園内で生活を送っている
ように見えても、他の幼児の様子を見て行動してい
るだけで、日本語の理解に課題がある場合もある。

 なお、日本語の習得に困難のある乳幼児は全国に
在籍しているものの、長年受入れに取り組んできた
地域もあれば、近年少数の受入れがあるのみの地
域もあり、また、在園する乳幼児の母語が同じであ
る場合や複数ある場合など、地域・園によって状況
が様々であることに留意が必要である。

日本語の習得に困難のある乳幼児への指導・
支援の充実に関する課題

日本語の習得に困難のある乳幼児への指導・支援の充実
に向けた論点（案）

文部科学省・こども家庭庁において、日本語の習得に困難の
ある乳幼児の受入れにおける基本的な考え方やＱ＆Ａ、取
組事例等を記載した資料や研修動画等 を作成・
ＨＰに掲載している。各自治体・幼児教育施設が、研修で活
用したり指導の充実の参考にしたりしやすくなるよう、一覧性の
ある分かりやすい情報提供・周知を図るべきではないか。

今後、本資料・研修動画等も参考に、施設類型を問わず、全
ての幼児教育施設において、文化的・言語的背景の異なる乳
幼児一人一人の日本語の習得状況や生活習慣などの実態に
応じ、指導の工夫を組織的・計画的に行うとともに、園内での
共通理解と小学校への引継ぎを図ることが必要ではないか。

指導の充実に当たっては、受容的な態度で臨み、母語での声
掛けや母文化の遊びを取り入れるなど、乳幼児が安心して自
己を発揮できる環境づくりが重要ではないか。

 その上で、乳幼児の発達を踏まえ、体系的な語学指導を行わ
ない幼児教育施設においては、日本語の習得に困難のある乳
幼児との日常的な関わりや言葉掛けにおいて、❝日本語の力を
育む視点❞をもち、一人一人の実態に応じた指導の工夫を行う
ことが重要ではないか。
※ＩＣＴによる翻訳等については、園内における日常的な使用は日本語の力を育

む機会が損なわれかねないことから、日本語の習得に困難のある乳幼児が安易
に使用することは避けるべきではないか。

園が有する幼児教育の専門性と園外の機関が有する日本語
指導等の専門性が相まって、一人一人の実態に応じた指導の
充実が図られるよう、幼児教育センターによる支援、自治体の
関係部局や関係機関との連携を一層促進すべきではないか。

10
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「外国人幼児等の受入れにおける配慮について」 令和２年３月文部科学省

〈目次〉
【本資料の作成に当たって】
１．外国人幼児等の受入れにおける基本的な考え方
２．外国人幼児等の受入れにおける配慮に関するＱ＆Ａ
（１）受入れにおける配慮

Ｑ１ 入園相談で大切なことはありますか
Ｑ２ 外国人幼児等の状況を知るために保護者に確認した方

がよいことはありますか。
Ｑ３ 幼稚園生活について伝えるときに留意することはありますか。

（２）指導における配慮
Ｑ４ 外国人幼児等の指導ではどのような配慮が必要ですか。
Ｑ５ 幼稚園での生活に戸惑いを感じている外国人幼児等に

対して、どのような配慮が必要ですか。
Ｑ６ なかなか日本語になじめない場合、どのような配慮が必要

ですか。
Ｑ７ 外国人幼児等の母文化等について、教師はどのような姿

勢で臨む必要がありますか。
Ｑ８ 外国人幼児等の健康管理ではどのような配慮が必要で

すか。
Ｑ９ 日本人幼児と外国人幼児等との関わりでは、どのような

配慮が必要ですか。
Ｑ10 園内体制で留意することはありますか。

（３）家庭との連携における配慮
Ｑ11 保護者への対応で留意することはありますか。
Ｑ12 保護者への連絡ではどのような配慮が必要ですか。

（４）関係機関との連携における配慮
Ｑ13 小学校以降の生活や学習との円滑な接続を踏まえ、幼稚園で配慮すること

はありますか。
    Ｑ14 入学に当たって、小学校とはどのような情報共有が必要ですか。

Ｑ15 外部の関係機関等との連携で留意することはありますか。

（出典）https://www.mext.go.jp/content/20200306-mext_youji-000005738_01.pdf 11
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外国人幼児等の受入れに関する研修プログラム 文部科学省委託事業（全国幼児教育研究協会）

 園内研修を進めるにあたって
 基礎理論研修 言語・文化的に多様な背景を持つ

子どもたちが共に過ごせる保育
 テーマ別研修 多文化共生の学級経営ー多様性を

受け止め、育ち合う学級づくりー
 テーマ別研修：入園受入れ時の対応と保護者支援
 テーマ別研修：外国人幼児等の言葉を育むー小学

校での生活や学習を意識してー
 テーマ別研修：実践事例から学ぶ園の特性に応じた

保育ー園の実情に即した活用に向けてー
※各項目につき、研修動画、研修動画スライド資料、園内研修実施テキスト、

園内研修実施ガイド、園内研修実施ワークシート等を作成

園内研修実施テキストの例

研修動画の例

（出典）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1405077_00021.htm 12
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保育所等における外国籍等の子どもの保育に関する取り組み事例集 厚生労働省委託事業

（出典）https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/04/koukai_200427_1_3.pdf 13
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特別支援教育コーディネーターについて

⇒ 特別支援教育コーディネーターの指名について、依然として高等
学校や幼保連携型認定こども園、幼稚園においては取組が十分で
ない。

また、校内委員会の機能が十分に発揮されていないなどの状況が
指摘されている中、校長のリーダーシップの下に、特別支援教育
コーディネーターを核として、全教職員として組織的に対応する
体制の確立を図る必要。

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、校内委員会において中心的な役割
を果たすと共に、外部の専門家や関係機関との連絡調整や保護者からの相談窓口など広範な任務を担う。
小中高等学校においても特別支援教育を必要とする児童生徒が増加する中、特別支援教育に関する校内支援体制の

充実を図る必要があり、各学校においては校長のリーダーシップの下に、特別支援教育コーディネーターについて、
・ 相応しい教師を適切に指名し、校務分掌に明確に位置付けること、
・ その役割を校内委員会において十分に果たせる体制を整備すること、
が求められる。

「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告」（令和5年3月13日）
「『特別支援教育体制整備状況調査』及び『通級による指導実施状況調査』の結果について（周知）」（令和6年9月6日）

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定等
について（通知）」（令和7年9月26日付）

主務教諭の職務は、児童の教育をつかさどり、及び校長等から
命を受けて当該学校の教育活動に関し教諭その他の職員間におけ
る総合的な調整を行うものであり、担当する教育活動に関して核
となって調整を行うことが想定されること。例えば、教育相談や
特別支援教育に関する連絡調整などの児童生徒への必要な対応や、
校内研修、学校安全、情報教育、道徳教育といった学校横断的な
取組への対応などについて担当し、教職員間の総合的な調整を行
うことが考えられること。

68.6% 73.6%

99.4% 96.6%
88.0%

90.1%

認
定
こ
ど
も
園

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

全
体

（出典）令和５年度特別支援教育体制整備状況調査

特別支援教育コーディネーターの指名率
（国公私計）

主務教諭の職の設置と
特別支援教育コーディネーター

⇒ 特別支援教育コーディネーターには、今般の給特法等一部改正
法で新設された主務教諭の職も有効に活用しながら、その任務を
担う上で相応しい教師を適切に指名する必要。
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※1 母数： 731
※2 複数回答

幼 稚 園

※ 「障害のある幼児等」は園の認識において判断した数を指しており、必ずしも診断や手帳を有しているものではない。

障害のある幼児等に関する取組状況（幼稚園） 出典：令和６年度幼稚園における教育活動の実施状況調査

46.0%

56.4%

49.4%

69.6%
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77.4%

7.7%

6.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

16

ア：障害のある幼児などの支援に向けた園内委員会を設置している

イ：特別支援教育コーディネーターを配置している

ウ：特別支援学校等に対し専門的な助言又は援助を要請している

エ：障害のある幼児の指導に当たり、個別の教育支援計画や個別の
指導計画を作成している

オ：保護者が子供の障害を理解したり、将来への不安を取り除くように
したりできるよう、精神的な援助や養育に対する支援を行っている

カ：小学校との連携のため、指導要録の送付以外に当該幼児の
情報を共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

キ：その他

ク：障害のある幼児などがいない



保 育 所

※ 「障害のある幼児等」は園の認識において判断した数を指しており、必ずしも診断や手帳を有しているものではない。

出典：令和6年度保育所・認定こども園に関する保育の内容に関する実態調査障害のある幼児等に関する取組状況（保育所）

１ 保育所と児童発達支援センター等の関係機関とで定期的に
障害のあるこどもの支援にむけて、話し合う機会をもっている

２ 児童発達支援センター等に対し専門的な助言又は援助を要請している

３ 保護者とこどもについての理解を深め合うための特別な機会を確保している

４ 保護者の抱えてきた悩みや不安などを理解し支えるための援助を行っている

５ 小学校との連携のため、保育所児童保育要録の送付以外に当該児の
情報を共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

６ 適切な環境の下で、障害のあるこどもが他のこどもとの生活を通して
共に成長できるよう、個別の指導計画を作成している

７ 家庭や関係機関と連携するための個別の支援計画を作成している

８ 他のこどもの保護者に対する、障害等に対する理解が深まるよう支援している

９ 障害のあるこどもが地域で共に生きる意識をもつことが
できるようにしたりするための配慮を行っている

10 その他（ ）

11 今年度、障害のあるこどもは、在籍していない

※1 母数：13,983（公設公営4,994、公設民営1,375、民設民営7,614）
※2 複数回答
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35.3%

31.1%

57.0%

72.6%

66.7%

75.9%

58.2%

63.7%

62.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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※ 「障害のある幼児等」は園の認識において判断した数を指しており、必ずしも診断や手帳を有しているものではない。

出典：令和6年度保育所・認定こども園に関する保育の内容に関する実態調査障害のある幼児等に関する取組状況（認定こども園）

認定こども園

5.3%

2.2%

33.3%

28.9%

58.4%

71.2%

74.9%

75.2%

59.9%

64.0%

62.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

※1 母数：6,172（幼保連携型5,002、保育所型1,108、地方裁量型62）
※2 複数回答
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１ 認定こども園と児童発達支援センター等の関係機関とで定期的に
障害のある園児の支援にむけて、話し合う機会をもっている

２ 児童発達支援センター等に対し専門的な助言又は援助を要請している

３ 保護者と園児についての理解を深め合うための特別な機会を確保している

４ 保護者の抱えてきた悩みや不安などを理解し支えるための援助を行っている

５ 小学校との連携のため、指導要録の送付以外に当該園児の
情報を共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

６ 適切な環境の下で、障害のある園児が他の園児との生活を通して共に成長
できるよう、個別の指導計画を作成している

７ 家庭や関係機関と連携するための個別の支援計画を作成している

８ 他の園児の保護者に対する、障害等に対する理解が深まるよう支援している

９ 障害のある園児が地域で共に生きる意識をもつことができるようにしたりす
るための配慮を行っている

10 その他（ ）

11 今年度、障害のある園児は、在籍していない



幼 稚 園

外国人幼児等に関する取組状況（幼稚園） 出典：令和６年度幼稚園における教育活動の実施状況調査

18.1%

49.9%

26.1%

5.1%

43.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

※1 母数： 731
※2 複数回答
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ア：外国人幼児などの指導に当たり、母語を用いた挨拶や
言葉がけを行っている

イ：外国人幼児などの指導に当たり、保護者に園生活や
園の方針を丁寧に説明している

ウ：小学校との連携のため、指導要録の送付以外に当該幼児の情報を
共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

エ：その他

オ：外国人幼児などがいない



保 育 所

外国人幼児等に関する取組状況（保育所）

1: 母語を用いた挨拶や言葉がけを行っている

2: 保護者に園生活や園の方針を丁寧に説明している

3: 小学校との連携のため、保育所児童保育要録の送付以外に当該児の
情報を共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

4: その他

5: 今年度、外国人幼児などは在籍していない

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査

36.9%

6.0%

33.4%

56.8%

18.9%
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※1 母数：13,983（公設公営4,994、公設民営1,375、民設民営7,614）
※2 複数回答
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外国人幼児等に関する取組状況（認定こども園）

認定こども園

41.2%

3.8%

32.8%

52.7%

16.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

※1 母数：6,172（幼保連携型5,002、保育所型1,108、地方裁量型62）
※2 複数回答

出典：令和６年度保育所・認定こども園に関する保育の内容等に関する実態調査
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1: 母語を用いた挨拶や言葉がけを行っている

2: 保護者に園生活や園の方針を丁寧に説明している

3: 小学校との連携のため、指導要録の送付以外に当該園児の
情報を共有したり、小学校教員が園を訪問したりしている

4: その他

5: 今年度、外国人幼児などは在籍していない
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